
り患者のプライバシー保護及び人権的配慮に努める

□保健体育課へ連絡 ※教職員の場合は福利課へも連絡
◆学校における対策（全般）についての支援
・り患者発生時の対応 ・配付文書への助言 …等

連
携

□学校所在地の保健所（大阪府、中核市）
又は保健センター（大阪市、堺市）へ連絡
◆主に感染拡大予防について指示・助言
・健康観察期間
・感染拡大予防対策
・新型コロナウイルスに関する専門的な情報

□学校医へ連絡
◆健康観察や出席停止等についての指導助言
・出席停止について [学校保健安全法第19条]
当該疾患にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかる
おそれのある児童生徒等がある時は政令で定めるところにより、
出席を停止することが出来る。（※３）

連
携

連
携

健康観察期間

※１ 医療機関にて検査結果待ち等、確定していない段階
ただし、まだ医療機関を受診していなくても、以下のいずれかに該当する者も疑いに含めることとする。

ア 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状があり、
発症前14日以内に湖北省及び浙江省に渡航又は居住していた方

イ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状があり、
発症前14日以内に湖北省及び浙江省に渡航又は居住していた方と濃厚接触した方

ウ発熱または呼吸器症状（軽症を含む）があり、新型コロナウイルス感染症の患者と濃厚接触した方

〇 上記、ア～ウの条件に該当する場合は、他の人との接触を避け、速やかに「保護者等から最寄りの帰国者・接触者相談セン
ターに電話相談していただく」とともに、マスク着用のうえ受診するよう指導を行うこと。

〇 上記、ア～ウの条件に該当しないが、発熱や呼吸器症状がある場合は、医療機関を受診するよう指導を行うとともに、受診後
の対応は医師の判断に基づき行う。医師の判断のもと登校する際には引き続き健康観察を継続するとともに、症状が改善し
ない場合など必要に応じて再度受診を促す。新型コロナウイルスの感染に不安がある場合は「府民向け相談窓口」を活用し
たり、または活用を勧める。

「帰国者・接触者相談センター」及び「府民向け相談窓口」の詳細は別紙に記載
※２ 健康観察期間等は保健所の指示に従う。
※３ 出席停止の基準：学校保健安全法施行規則第19条第一項、第四項、第五項、第六項に記載

R02.02.17 大阪府教育庁教育振興室保健体育課

※本フロー図は、現時点での情報を参考に作成されたものであり、今後新たな情報が入ったり状況の変化があった
場合には、変更が生じることもあります。

学校における新型コロナウイルス感染症り患者発生時の対応 [第三版]
（
※

２）

◆保健所、学校医、教育庁と連携し適切な対応ができるようにする
●感染拡大防止策の実施
〇〔保健所の指示のもと実施〕
・情報の収集
…り患者の学校での活動や、症状の出現状況等

・接触者のリストアップ
・在校児童生徒等及びその保護者への情報提供
・登校前の健康観察等に対する協力依頼等の文書の配付
＊症状のある教職員の出勤については、保健所へ相談のうえ対応
〇〔学校医の助言のもと実施〕
・必要に応じて接触者に対する出席停止等の措置を行う
〇疑わしい症状がある者には、速やかに学校医又は医師の診断を勧め
るなど、指導・助言を行い、適切な処置を講じる

●対応窓口の一本化
・保健所及び教育庁と情報開示内容等について打合せを実施 …等

なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため、現時点での対応方針や情報に基づき、子どもたちに不利益の無
いようご対応ください。


